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日時：平成25年4月24日（水）～26日（金）

　　　　午前9時30分～午後5時

場所：沖縄県後期高齢者医療広域連合　第一会議室

１１１１、、、、保険給付保険給付保険給付保険給付１１１１グループのグループのグループのグループの業務説明業務説明業務説明業務説明

【レセプト点検業務について】

　保険給付１グループでは、沖縄県国民健康保険団体連合会による一次審査を経た、医療機関から

の医療給付費の請求書であるレセプト（診療報酬明細書）の二次審査を行っております。

※医療給付費…医療費総額の被保険者の自己負担額（医療費総額を10割とすると、その内の1割

　　又は3割）を除いた保険者負担額（医療費総額の9割又は7割）です。
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①医療機関等より、医療費の請求。沖縄県国民健康保険団体連合会にて一次点検を行う。

②一次点検にて、レセプトに不備があった場合、医療機関等へ返戻致します。

③一次点検を通過したレセプトが当広域連合へ到着します。

④当広域連合にて二次点検を行い、レセプトに不備や疑義があれば、沖縄県国民健康保険

　団体連合会を通して医療機関等へ返戻致します。

※レセプト情報の確認時期

　　医療機関等において４月に医療を受けた場合、翌５月に医療機関等は国保連合会へ

　レセプトを提出し、国保連合会は５月中に一次点検を行います。

　一次点検を通過したレセプトは、翌６月に当広域連合に到着し、６月中で二次点検を行

　います。

　　診療を受けて、標準システムにてレセプト情報が確認できるのは最短で２ヶ月後となり

　ます。

　二次審査では、レセプトにおける被保険者の資格点検及び内容点検を行っております。

※資格点検…被保険者の自己負担割合や限度額認定など資格に関わる点検を標準システムを

　　使用して行っております。

※内容点検…被保険者が医療機関等で受けた診療行為や処方された薬剤が、法で定められた

　　診療報酬点数にて請求が行われているかを点検しております。



２２２２、、、、業務上業務上業務上業務上でのでのでのでの留意点留意点留意点留意点についてについてについてについて

【被保険者証回収の徹底】

　後期高齢者医療の被保険者は、被保険者証に記載されている１割又は３割の自己負担割合で

医療機関等で医療を受けた際に、自己負担金額を支払います。

　その為、年度途中で自己負担割合が１割から３割又は３割から１割へ変更した被保険者に対し

て新しい被保険者証を交付する際は、変更前の被保険者証回収の徹底をお願い致します。

　変更前の被保険者証を医療機関等へ提示した場合、後日、被保険者から負担割合の差額を

徴収したり、還付を行うこととなり、窓口業務の事務量増大だけではなく、被保険者への負担も

増大します。
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【負担区分の入力について】

　レセプトの資格点検にて、自己負担区分が入力されていない状態の被保険者が毎月約50～60名

ほどおります。

　これは、被保険者自身の所得情報等が確認出来ない為に負担区分が判定できずに入力がなさ

れていないことが原因でありますが、被保険者が医療機関等で支払った自己負担額が遡って変更

する恐れがありますので、負担区分が判断出来ない理由を解決していただき負担区分の入力を

行うようお願い致します。
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